
実施施設のご案内

● 所在地／東区北12条東3丁目（天使病院に付設）
● 電話／011-711-0101
● 最寄りの交通機関／
地下鉄東豊線「北13条東駅」下車【徒歩約4分】　

天使こども
デイサービスセンター

● 所在地／東区東雁来10条1丁目
　　　　 （東雁来すこやかクリニックに付設）
● 電話／011-790-2030
● 最寄りの交通機関／
中央バス「東雁来」停留所下車【徒歩約12分】
※「札幌ターミナル」（大通東1）停留所から乗車

東雁来すこやか
こどもデイサービスセンター

中央バス「東雁来10条」停留所下車【徒歩約1分】
※「札幌駅前」（北3西3）停留所から乗車

● 利用日／月曜日から土曜日（祝日、12月29日から1月3日を除く）　
● 利用定員／各施設4人
● 保育時間／8：00から18：00まで　
※利用期間／1日単位で、原則として連続7日間以内

札幌市子ども•子育て支援事務センター　TEL.011-211-2626【お問い合わせ先】

※地下鉄東西線「新さっぽろ駅」、 
　JR千歳線「新札幌駅」を下車後、バスターミナルから乗車

※「中の島駅前」停留所、「平岸駅前」停留所、
　「学園前駅 」停留所から乗車

ご自宅から実施施設へのルート検索や時刻表検索、
バス乗り場検索には札幌周辺交通案内「さっぽろ えきバスnavi」をご利用いただくと便利です。

【事業に関するお問い合わせ】

札幌市子ども未来局 子育て支援部  施設運営課
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階　TEL.011-211-2986　FAX.011-231-6221

https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/ichiji/932.html

http://ekibus.city.sapporo.jp/

https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/youzikyouikuhoikumushouka/9073.htmlさっぽろ市
02-G02-23-523
R5-2-383

保育日・時間

● 利用料／1日お子さま1人あたり  3,000円（日額）

● 給食費等／300円
生活保護受給世帯•市民税非課税世帯／0円　所得税非課税世帯／1,500円

対象となる疾病・症状等

１日あたりの利用料金は次のとおりです。利用日の朝に実施施設にお支払いください。

※いずれも証明書等の提出が必要です。

※利用料とは別に給食費・おやつ代の実費がかかります。（減免対象外）

利用料金

【減免制度について】

【幼児・教育の無償化による償還払いについて】
施設等利用給付認定（新２号・新３号）を受けている方は、償還払いの対象となる場合があります。詳細については
さっぽろ子育て情報サイト（以下URL、QRコード）にてご確認ください。償還払いの請求をする方は、利用施設に
「提供証明書・領収証兼施設等利用費請求書（認可外保育施設等）」の発行を依頼する必要があります。
（初回の請求時のみ「振込口座申出書」も必要です）
必要事項を記入のうえ、子ども・子育て支援事務センターへ郵送にてご提出ください。

お子さんが風邪をひいたり、熱を出したとき、
仕事や急な用事などで保護者が
お子さんの看護ができない場合に、
保護者に代わって専任の看護師や
保育士が一時的に預かります。

札幌市
病後児
デイサービス
事業のごあんない

こども
デイサービス
センターって
どんなところ？

 利用日／月曜日から土曜日（祝日、12月29日から1月3日を除く）　

看護師や保育士が
お子さんを保育します

健康状態の管理、
保育、服薬の介助、給食の提供は、
看護師や保育士資格を持つ
職員が行うので安心です。

風邪などの日常かかる病気のほか、水ぼうそう、麻しんなどの感染性の病気、
ぜんそくなどの慢性疾患、やけどなどの外傷性の病気など。
※施設の状況によってはお預かりできない場合もありますので、
ご利用の際には各施設へお問い合わせください。

● 所在地／豊平区中の島1条8丁目（北海道病院に付設）
● 電話／011-831-3300
● 最寄りの交通機関／
　地下鉄：南北線「中の島駅」下車【徒歩約18分】
　バ ス：じょうてつバス「ジェイコー病院前」
　　　　 停留所下車【徒歩約３分】

北海道
こどもデイサービスセンター

※「中の島駅前」停留所、「平岸駅前」停留所、
「学園 前駅 」停留所から乗車

● 所在地／南区真駒内17番地
　　　　 （真駒内駐屯地庁内託児所と同一の建物、入口別）
● 電話／011-581-1501
● 最寄りの交通機関／
じょうてつバス「 真駒内本町1丁目 」
　停留所下車【徒歩約1分】

真駒内駐屯地
こどもデイサービスセンター

● 所在地／手稲区前田1条12丁目
　　　　 （手稲渓仁会病院に隣接）
● 電話／011-681-3266
● 最寄りの交通機関／
JR函館本線「手稲駅」下車【徒歩約3分】

手稲渓仁会
こどもデイサービスセンター

● 所在地／白石区菊水4条1丁目（勤医協札幌病院に隣接）
● 電話／011-823-9272
● 最寄りの交通機関／
地下鉄東西線「菊水駅」下車【徒歩約3分】

勤医協菊水
こどもデイサービスセンター

● 所在地／厚別区厚別町下野幌49番地
　　　　 （楡の会こどもクリニックに付設）
● 電話／011-899-3336
● 最寄りの交通機関／
　バス：中央バス「厚別中学校」停留所下車【徒歩約３分】

楡の会
こどもデイサービスセンター

● 予約受付時間／平 日 8：00から17：00まで
　　　　　　　  土曜日8：00から12：00まで
● 定員／4人

各施設共通

利用できるお子さん

次の要件にすべて該当するお子さんが対象です。
● 市内にお住まいの生後5か月から
小学校6年生までのお子さん

●病気が回復期にあるものの、
保育園や幼稚園等での集団保育が
困難であること

●保護者が仕事、傷病、出産、
冠婚葬祭などの理由でご家庭での保育が
困難であること

●かかりつけ医が当事業の利用を
差し支えないと認めていること



どのように
利用するの？

必ずお持ちいただくものと該当する方のみお持ちいただくものがあります。

なお、市民税非課税世帯及び所得税非課税世帯の方は、お子さんと同一生計の保護者及びその他の扶養義務者すべての
証明書類が必要です。

生活保護受給世帯・市民税非課税世帯、所得税非課税世帯でデイサービス料の減免を受けるときには、次の表に掲げる証明書類の
いずれかを提出していただく必要がありますのでご注意ください。 

登
録

児童登録票に必要事項を記入し、
実施施設に郵送又は持参してください。
各区の保健センター内
『こそだてインフォメーション』でも受付可能です。

事前登録

利
用
前
日
ま
で

利用連絡書（※1）を持参し、
かかりつけの医療機関を受診してください。
医師に利用連絡書（※1）の記入・発行を依頼します。

事前受診

【提出書類】
児童登録票

【持参書類】
利用連絡書

（※1）

【提出書類】
利用申込書・利用連絡書（※1）・証明書類

利
用
当
日

事前に利用申込書を記入し、利用料金をご用意のうえ、
利用連絡書（※1）や証明書類と併せて
実施施設に提出してください。

利用当日

利用希望日の前日までに、実施施設に電話で予約をしてください。
予約の際は、利用連絡書（※1）を手元にご用意ください。

利用日前日までに予約

利用にあたり
注意することは？

利用日当日の
もちものは？

病後児
デイサービスの
よくある質問

医師の診察を受けることや
デイサービスを中止し、

お迎えをお願いすることがあります

デイサービス利用中に
お子さんの症状に変化があった場合は、

実施施設の判断で医師の診察を受けることや
デイサービスを中止して保護者に
お迎えをお願いすることがあります。

※医師の診察を受ける場合は、別途医療費がかかります。

保育時間は
18：00までです

延長保育はありません。
お子さんのお迎えは18：00までですので、

時間厳守でお願いいたします。

待機しているお子さんのため、
予約の取消しや変更は必ずご連絡ください。
また、緊急の事情による入所時間や
お迎え時間が遅くなる場合も、

必ずご連絡ください。

もちものは？

さっぽろ子育て情報サイト

児童登録票、利用申込書、利用連絡書（※1）は、
各区健康・子ども課や実施施設で配布しているほか、
以下のさっぽろ子育て情報サイトからも
ダウンロード可能です。

https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/ichiji/932.html

（※1）：利用連絡書は、札幌市こども緊急サポートネットワークの様式2「診療情報提供書」でも代用可能です。

●病後児デイサービス事業利用申込書
●病後児デイサービス事業利用連絡書
●健康保険証（生活保護受給世帯で社会保険に未加入の方を除く）
●利用料金　●ポリ袋2～3枚（汚れ物入れ用として使用）
●着替え用の服　●下着（2～3組）　●おしぼり用タオル（2枚）

医療費に関するもの
●札幌市子ども医療費受給者証　●ひとり親家庭等医療費受給者証

保育に関するもの
●薬（かかりつけ医療機関から処方されている場合）
●食事用エプロン（普段お使いのお子さん）
●おむつ1 日分（必要なお子さん） ●お子さんの愛着のあるおもちゃ、本

利用料に関するもの
生活保護決定（変更）通知書、または受給証明書　　  生活保護廃止通知書（Ｈ30.10.1付け基準改定により生活保護廃止となった世帯のみ）

市・道民税証明（所得証明）書（市民税非課税世帯） 源泉徴収票、確定申告書等（所得税非課税世帯）

該当する方のみ
お持ちいただくもの

必ずお持ち
いただくもの

持ち物には

必ず名前を
はっきりと

お書きくだ
さい

事前登録が必要となります！

デイサービスの
よくある質問

よろしく
お願いします！

利用連絡書の発行には
いくらかかりますか？

医療機関により
費用は異なりますので、
かかりつけ医療機関へ
ご確認ください。

Q1

食事やおやつは
持ち込みできますか？

衛生管理上の理由から、
食事やおやつは実施施設で
ご用意いたしますのでご了承ください。
なお、母乳の持ち込みについては
実施施設にご相談ください。

Q3

利用登録はまだしていませんが、
急に利用が必要になりました。

利用できる場合も
ありますので、
実施施設にご相談ください。

Q2

午後から利用する場合、
デイサービス料はいくらになりますか？ 

1 日の料金になります。
Q5

利用当日までに証明書類が
用意できません。

実施施設にその旨を
ご相談ください。一旦、
デイサービス料として
3,000円をお預かりしますが、
利用最終日までに書類を
提出していただければ、
お返しいたします。

Q4

わからないことはお問い合わせください！

1

1

3

2

4

2

3

4

予約の取消しや変更が
あった場合はすみやかに

実施施設までご連絡ください

●証明書類について

生活保護受給世帯

世帯区分

市民税非課税世帯

所得税非課税世帯

保護決定(変更)通知書、受給証明書
生活保護廃止通知書

証明書類

道・市民税証明（所得証明）書

源泉徴収票や確定申告書など

保護決定（変更）通知書は直近のもの、
受給証明書は当月分が必要です。

利用月が4～6月：前年度の証明書
利用月が7～3月：現年度の証明書

利用月が1～6月：前々年分の所得のもの
利用月が7～12月：前年分の所得のもの

備考

※Ｈ30.10.1付け基準改定により
　保護廃止となった世帯も含む
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